
産品名 コーヒー豆 HS番号 第09.01項（HS2012）

協定名 日オーストラリア協定 特恵符号
（申告時の原産品申告書等の記載）

PSR（品目別規則を満たす産品）

品目別規則 CC

概要 材料を確認したところ、第三国で収穫された非原産材料であるコーヒー豆（第9類）を使用していることが判
明。当該非原産材料のコーヒー豆は第09.01項の品目別規則を満たさない。したがって、日オーストラリア協
定上のオーストラリア原産品と認められない。
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製造 品目別規則を満たすための要件


